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第１章 経営戦略の概要 

１ 策定の趣旨 

本市の「好間工業用水道事業」は福島県より事業譲渡を受け、令和４年10月１日から水道

局で運営を開始しました。 

本工業用水道は、いわき好間中核工業団地に工業用水を供給することを目的に福島県が事

業主体となって昭和57年度から整備に着手し、昭和61年度に一部供用開始、平成９年度から

全部供用開始となり、当該団地への企業立地の促進や雇用の確保など本市産業活動の発展に

大きな役割を果たしてきたところです。 

一方で、昭和61年度の供用開始から間もなく40年を迎えることから、各施設等の老朽化が

進んでおり、施設の大規模更新に向けた備えが必要な時期となっています。 

工業用水道は企業の生産活動に欠かせない重要なライフラインであり、今後においても良

質な工業用水を安定的に供給し、健全な経営を維持していく必要があることから、中長期的

な経営の基本計画として経営戦略を策定するものです。 

 

２ 計画の位置付けと期間 

本計画は、総務省通知「公営企業の経営にあたっての留意事項について」（平成26年８月29日

付）や「「経営戦略」の改定推進について」（令和４年１月25日付）等に基づき策定するもので

あり、併せて経済産業省が平成25年３月に策定した「工業用水道施設更新・耐震・アセットマ

ネジメント指針」の趣旨も踏まえ、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図るための経

営戦略として位置付けるものです。 

また、今回の計画期間については、令和３年11月に策定された「福島県企業局経営戦略（工

業用水道事業）」（以下「県戦略」という。）の計画期間（令和３～12年度）及び現料金算定期間

（令和３～７年度）の中途で事業を引き継いだことから、終期を県戦略及び次期料金算定期間

と整合を図るため、令和５年度から令和12年度までとしました。 

なお、本戦略を効率的・効果的に推進するため、３年目である令和７年度にこれまでの事業

の進行状況や社会経済情勢の変化等を踏まえて投資・財政計画等を検証し、４年目以降の計画

内容について見直しを行いました。 
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いわき市工業用水道事業経営戦略 

見直し 

次期料金算定期間（Ｒ８～Ｒ12） 現料金算定期間（Ｒ４.10 月～Ｒ7） 

【図１】計画期間と料金算定期間 
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第２章 事業概要 

１ 事業の現況 

⑴ 給水                          （令和７年４月１日現在） 

供用開始年月日 給水先事業所数 契約水量 一日平均配水量（令和６年度） 

昭和61年９月１日 ９事業所 9,930㎥/日 7,849㎥/日 

 

⑵ 施設                          （令和７年４月１日現在） 

水 源 小玉ダム 

施 設 数 

浄水場設置数 １（好間浄水場） 

配水池設置数 
２（好間浄水場）鉄筋コンクリート造 
 W7.1×L13.6×H4.5×２池  864㎥ 

※ W×Lの積の少数点以下切捨てにより計算 

管 路 延 長 

導 水 管  2,500ｍ 

配 水 管  9,765ｍ 

総 延 長 12,312ｍ 

現在配水能力 10,000㎥/日 

計画配水能力 10,000㎥/日 

【図２】概要図（令和７年４月１日現在） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 料金                                                   （令和７年４月１日現在）                                                

料 金 体 系 の 

概要・考え方 

福島県より譲渡を受け、令和４年10月１日から工業用水道事業を引き

継いで事業を開始したことから、料金制度は福島県経営時の制度を維持

することを基本としています。 

このことから、料金体系は福島県経営時と同様に、「責任水量制」（契

約水量の全部又は一部を使用しなかった場合でも、契約水量まで使用し

たものとみなして料金を負担する制度）を採用しました。 

基本料金 特定料金 超過料金 

50円/㎥ 50円/㎥ 100円/㎥ 

※ 金額には消費税及び地方消費税相当額は含まれていない。 

料金改定年月日 
（消費税のみの改定は含まない） 

平成６年４月１日 50円/㎥（福島県経営時） 

 



－ 第２章 事業概要 － 

3 

⑷ 組織 

好間工業用水道事業は、福島県からの事業譲渡を受ける際に事業の類似性・親和性及び効

率的な施設運営を図る観点から、水道局において所管・運営し、水道事業管理者が水道事業

と併せて経営することとし、既存の水道局事務分掌に応じて各業務を行っています。 

なお、予算上の職員数は２名分（損益勘定）を計上しています。 

 

【図３】組織機構図（令和７年４月１日現在） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※職員数に管理者及び会計年度任用職員は含まない。 
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局

　総務課　21人

    ・事務職　19人

    ・技術職　  2人

総務係

広報情報係

管財契約係

人材育成・防災力向上担当

工事検査担当

　経営戦略課　13人

    ・事務職　12人

    ・技術職　  1人

企画係

財務係

　営業課　16人

    ・事務職　  9人

    ・技術職　  7人

管理係

給水装置係

　配水課　19人

    ・事務職　  2人

    ・技術職　17人

庶務係

漏水防止係

配水計画係

建設係

　工務課　33人

    ・事務職　  3人

    ・技術職　30人

　南部工事事務所 31人

    ・事務職　  3人

    ・技術職　28人

庶務係

工務第一係

工務第二係

工務第三係

庶務係

工務第一係

工務第二係

工務第三係

　浄水課　29人

    ・事務職　  4人

    ・技術職　25人

庶務係

浄水施設係

北部浄水場管理室

南部浄水場管理室

水質管理センター

165人

局 長

１人

次 長

２人

（内訳）

事務職

54人

技術職

111人
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２ 現状と課題 

⑴ 経営の現状 

ア 契約水量 

     令和７年４月１日現在の契約水量は、9,930㎥/日です。 

令和３年度から大口給水契約により契約水量が増加し、本市が事業を開始した令和４年

10月１日には契約水量が9,930㎥/日となり、配水能力に対する契約率が99.3％に達してい

ます。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※H29～R3は年度末、R4.9は９月30日、R4.10～は10月１日～現在の契約水量。 

 

イ 料金の推移 

     令和５年４月１日現在の工業用水道料金の単価は、50円/㎥です。また、料金算定期間

は、令和４年10月１日から令和７年度末までの３年６か月としました。 

     料金単価及び算定期間については、福島県から本事業を引き継いで事業を開始した経緯

を踏まえて、福島県経営時と同様に設定しました。 
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【図４】契約水量の推移
福島県企業局が経営（R4.9.30まで）
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ウ 経営分析 

経営分析については、総務省が毎年度公表している「経営比較分析表」を活用し、現状

分析を行いました。 

【表１】経営比較分析① 

項     目 R5（決算） R6（決算） 
類似事業体

平均（R5）※ 

望まし

い方向 

経常収支比率（％） 130.90 132.67 111.15 ↑ 

累積欠損金比率（％） 0.00 0.00 67.70 ↓ 

流動比率（％） 444.42 502.21 717.27 ↑ 

企業債残高対給水収益比率（％） 0.00 0.00 383.72 ↓ 

料金回収率（％） 162.49 165.55 100.19 ↑ 

給水原価（円） 31.28 30.71 32.87 ↓ 

施設利用率（％） 72.19 78.49 47.40 ↑ 

現在配水能力に対する契約率（％） 99.30 99.30 68.25 ↑ 

有形固定資産減価償却率（％） 11.07 17.37 56.81 ↓ 

管路経年化率（％） 35.20 44.64 39.57 ↓ 

管路更新率（％） 0.00 0.00 0.04 ↑ 

※類似事業体は、現在配水能力10,000㎥/日以上50,000㎥/日未満（小規模）の事業体。 

 

【表２】経営比較分析② 

分析項目 分 析 内 容 

経営の健全性 

経常収支比率が100％以上となっており、累積欠損金比率も0.00％であ
ることから、経営状況は良好です。また、料金回収率も100％以上となっ
ており、給水原価を給水収益で回収できています。 
しかしながら、この主な要因は福島県から無償で事業譲渡を受けたこ

とにより、経常費用の50％程度を占める減価償却費（現金を伴わない費
用）とほぼ同額を長期前受金戻入（現金を伴わない収入）に計上してい
るためです。 
【参考】 
仮に有償譲渡で長期前受金戻入の計上がなかった場合の令和６年度の

値は、給水原価が61.75円で料金回収率が82.32％となります。 

 類似事業体比較 
経常収支比率については、類似事業体と比較しても良好な値となって

います。 

経営の効率性 
現在配水能力に対する契約率がほぼ100％と高水準にあり、施設利用率

も約80％となっていることから、施設規模は適正であると言えます。 

 類似事業体比較 
 現在配水能力に対する契約率、施設利用率については、類似事業体と
比較してもかなり良好な値となっています。 

老朽化の状況 

有形固定資産減価償却率が令和５年度11.07％、令和６年度17.37％と
低い状況ではありますが、この主な要因は福島県から譲渡を受け、その
時点から減価償却を開始したことによるものです。 
一方、管路経年化率が令和５年度35.20％、令和６年度44.64％と高い

状況にあり、この主な要因は昭和61年度の一部供用開始以前に整備した
管路が法定耐用年数を経過したことによるものです。管路は平成９年度
の全部供用開始まで集中的に整備していることから、今後、急激に増加
することが見込まれます。 

 

類似事業体比較 

 有形固定資産減価償却率については、類似事業体と比較しても良好な
値となっておりますが、その理由は前述のとおりであり、実際には昭和
61年度の一部供用開始から間もなく40年となり施設の老朽化は進んでい
ます。 
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【表３】経営比較分析表項目の説明 

項  目 算出方法 解  説 

経常収支比率（％） 
経常収益／経常費用

×100 

当該年度において、給水収益や一般会計

からの繰入金等の収益で、維持管理費や

支払利息等の費用をどの程度賄えている

かを表す指標 

累積欠損金比率（％） 

当年度未処理欠損金

／（営業収益－受託

工事収益）×100 

営業収益に対する累積欠損金（営業活動

により生じた損失で、前年度からの繰越

利益剰余金等でも補塡することができ

ず、複数年度にわたって累積した損失の

こと）の状況を表す指標 

流動比率（％） 
流動資産／流動負債

×100 

短期的な債務に対する支払能力を表す指

標 

企業債残高対給水収

益比率（％） 

企業債現在高合計／

給水収益×100 

給水収益に対する企業債残高の割合であ

り、企業債残高の規模を表す指標 

料金回収率（％） 
供給単価／給水原価

×100 

給水に係る費用が、どの程度給水収益で

賄えているかを表し、料金水準等を評価

することが可能な指標 

給水原価（円） 

〔経常費用－（受託工

事費＋材料及び不用品

売却原価＋附帯事業

費）－長期前受金戻

入〕/年間総有収水量 

有収水量１㎥当たりについて、どれだけ

の費用がかかっているかを表す指標 

施設利用率（％） 
一日平均配水量／ 

一日配水能力×100 

一日配水能力に対する一日平均配水量の

割合であり、施設の利用状況や適正規模

を判断する指標 

現在配水能力に対す

る契約率（％） 

契約水量／ 

一日配水能力×100 
収益性及び未売水の状況を判断する指標 

有形固定資産減価償

却率（％） 

有形固定資産減価償

却累計額／有形固定

資産のうち償却対象

資産の帳簿原価 

×100 

有形固定資産のうち償却対象資産の減価

償却がどの程度進んでいるかを表し、資

産の老朽化度合を示す指標 

管路経年化率（％） 

法定耐用年数を経過

した管路延長／管路

延長×100 

法定耐用年数を超えた管路延長の割合を

表し、管路の老朽化度合を示す指標 

管路更新率（％） 

当該年度に更新した

管路延長／管路延長

×100 

当該年度に更新した管路延長の割合を表

し、管路の更新ペースや状況を把握でき

る指標 

 

⑵ 経営の課題 

経営の健全性に係る指標は良好ですが、福島県から譲渡を受けた資産については減価償却費

（現金を伴わない費用）と同額を長期前受金戻入（現金を伴わない収入）に計上するため、譲

渡を受けた資産からは減価償却費に伴う内部留保資金が発生しない状況になっています。また、

契約水量が配水能力に対してほぼ100％となっており、これ以上の収益増が見込めない状況に

あります。 

このような状況の中、今後は施設の老朽化に伴う更新需要の増加が見込まれることから、料

金収入を含めた財源の確保が必要となってきます。 
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第３章 将来の事業環境 

１ 水需要の予測 

   水需要については、給水能力10,000㎥/日に対して、契約水量が9,930㎥/日（契約率99.3％）

とほぼ満量となっており、今後も同水準で推移するものと見込んでいます。 

   

 

２ 工業用水道料金収入の見通し 

   工業用水道料金収入については、責任水量制を採用しているため、現行料金50円/㎥で事業

を継続した場合、前述の水需要の予測と同様、今後も同水準で推移する見込みです。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和４年度は６か月分 
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３ 施設更新の見通し 

⑴ 施設の更新年数 

好間工業用水道は、昭和61年度の一部供用開始や平成９年度の全面供用開始に合わせて、

昭和57年度から平成９年度の期間に集中的に整備されたものであり、多くの施設で老朽化が

進んでおり、今後、更新需要の増加が見込まれます。 

将来の事業環境を見据えた持続的な工業用水道事業を実現させる方策の一つとして、経済

産業省では、「アセットマネジメント（資産管理）」の実践を推奨しています。 

工業用水道事業におけるアセットマネジメントとは、施設の現状（建設からの経過年数、

耐震性の有無等）を把握し、適切な施設の機能を維持するために、将来的に必要とされる施

設の更新時期や、更新事業を行うための財政収支等、施設のライフサイクル全体における見

通しを図ることです。 

ここでは、施設の更新年数を法定耐用年数に基づき更新する場合と令和４年１月に策定し

た水道施設総合整備計画における更新基準に準じた使用年数（以下「標準使用年数」という。）

により更新する場合の２つのケースで試算します。 

また、施設の更新需要については、より長期的な視点で把握することが重要であることか

ら、令和４年度から令和53年度までの50年間の見通しとしました。 

 

【表４】主な施設等の更新年数 

名      称 法定耐用年数 標準使用年数 

建    築 
・鉄筋コンクリート造（S57～） 

・コンクリートブロック造 

50年 

40年 

80年 

50年 

土    木 ・コンクリート造 60年 75年 

電 気 設 備 
・高圧受変電配電設備 

・発電設備 

20年 

15～20年 

10～30年 

30～40年 

機 械 設 備 
・取水設備 

・浄水設備 

12～15年 

10～15年 

30年 

20～30年 

計 装 設 備 
・計測（通信）設備 

・監視制御装置 

９～10年 

５～15年 

20年 

20年 

管 路 
・Ｋ形ダクタイル鋳鉄管 

・鋼管（溶接継手） 

40年 

40年 

70年 

70年 
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⑵ 更新需要の算定 

ア 法定耐用年数で更新した場合の更新需要 

   法定耐用年数で更新した場合、令和53年度までの更新需要の総額は127.8億円となり、１

年当たりの平均は2.6億円となります。 

   

 

イ 標準使用年数で更新した場合の更新需要 

   標準使用年数で更新した場合、令和53年度までの更新需要の総額は63.0億円となり、１年

当たりの平均は1.3億円となります。法定耐用年数で更新した場合と比較して総額で64.8億

円、１年当たり平均で1.3億円の削減が見込まれます。 

 

【表５】更新需要の比較 

 

 

 

 

 

⑶ 施設更新の基本的な考え方 

施設や設備の更新に当たっては、アセットマネジメントの手法を用いて定期的な保守点検や

適切な修繕を行い長寿命化を図りながら、標準使用年数により計画的に実施することで、更新

費用の抑制に努めます。 
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【図８】法定耐用年数で更新した場合の建設改良費（R４～R53）
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【図９】標準使用年数で更新した場合の建設改良費（R４～R53）

建築・土木 電気・機械・計装 管路 その他

 
法定耐用年数で

更新した場合ア 

標準使用年数で

更新した場合イ 
差イ-ア 

50 年 間 総 額 127.8億円 63.0億円 △64.8億円 

１年当たり平均 2.6億円 1.3億円 △1.3億円 

総額：127.8 億円（平均 2.6億円） 

 

総額：63.0 億円（平均 1.3 億円） 
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４ 組織の見通し 

   令和４年10月１日から現在の組織体制で事業を開始したところであり、当面は現在の体制で

事業を遂行していきます。 

 

５ 財政収支の見通し 

将来の更新需要（標準使用年数での更新）を踏まえて、現在の契約水量や料金により試算し

た50年間の財政収支シミュレーションは次のとおりです。 

今回の試算では令和12年度から資金不足が生じ、令和53年度には約19億円の資金不足が生じ

る見込みであり、料金水準の見直し等財源確保の検討が必要となっています。 

なお、シミュレーション期間中（50年間）に資金不足が生じないようにするためには、次期

料金算定期間初年度となる令和８年度から同一料金を設定した場合、61円/㎥の料金が必要と

なります。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

【表６】財政収支シミュレーション（現行料金50円：R4～R53） （単位：百万円）

R４～R12 R13～R22 R23～R32 R33～R42 R43～R52 R53 合計

収　入　① 2,494 2,410 2,171 2,020 2,023 201 11,320

支　出　② 2,140 2,486 2,411 2,555 2,695 267 12,554

純利益③＝①-② 355 △ 76 △ 240 △ 535 △ 672 △ 66 △ 1,234

収　入　④ 882 20 1,124 724 1,365 0 4,115

支　出　⑤ 1,523 485 2,090 1,782 2,632 99 8,610

不足額⑥＝⑤-④ 641 465 966 1,058 1,267 99 4,495

621 433 536 44 △ 533 △ 1,762 -

△ 20 △ 32 △ 431 △ 1,014 △ 1,800 △ 1,861 -

792 457 1,112 1,211 1,860 1,783 -企業債残高

区　　　分

収益的

収　支

(税抜)

資本的

収　支

(税込)

補てん財源⑦

資金残高⑧＝⑦-⑥
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第４章 経営の基本方針 

 １ 基本方針 

工業用水道事業は、企業の生産活動に欠かせない重要なライフラインであることから、将来

にわたって持続的に良質な工業用水を安定して供給するため、適切な施設の維持管理や計画的

な施設更新を行うとともに、更新需要の増加に備えた経営基盤の強化に努めます。 

 

基本方針１：安定した工業用水の供給 

 

工業用水が安定して供給されることは、産業活動にとって非常に重要です。 

良質な工業用水を安定的に供給するため、施設や設備の更新に当たっては、アセットマネ 

ジメントの手法を用いて定期的な保守点検や適切な修繕を行い長寿命化を図りながら、中長 

期的な視点に立ち計画的に実施します。 

 

 

基本方針２：経営基盤の強化  

 

施設の老朽化に伴う更新費用を確保するため、独立採算制の原則に基づき、引き続き自主 

財源による経営を維持するとともに、安定した料金収入の確保や経費節減を図るなど、経営 

基盤の強化に努めます。 
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第５章 投資・財政計画 

 １ 投資・財政計画 

   投資・財政計画については、別表（巻末）のとおりです。 

 

 ２ 投資・財政計画の策定に当たっての説明 

⑴ 投資についての説明 

目    標 

施設や設備の更新に当たっては、アセットマネジメントの手法を用いて

定期的な保守点検や適切な修繕を行い長寿命化を図りながら、標準使用年

数により計画的に更新を実施することで、更新費用の抑制に努めます。 

 

【表７】計画期間内の主な建設改良工事等① 

土    木 

・好間浄水場送泥ポンプ洗浄水配管（令和７年度） 

・好間浄水場耐震診断（令和11年度） 

・赤井取水場耐震診断（令和12年度） 

電 気 設 備 ・増圧ポンプ場受変電配電設備（令和９年度） 

機 械 設 備 
・赤井取水場除塵機（令和８年度） 

・赤井取水場取水ポンプ（令和11年度） 

計 装 設 備 ・好間浄水場中央監視制御装置（令和９～10年度継続） 

管    路 ・バックアップ管路新設（令和６年度） 

 

【表８】計画期間内の主な建設改良工事② 

 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

土    木         

電 気 設 備         

機 械 設 備         

計 装 設 備         

管    路         

 

⑵ 財源についての説明 

ア 料金収入 

近年の物価及び人件費の高騰等を踏まえ、安定的で維持可能な事業経営を図る観点から、

料金の改定を行うこととしました。 

【令和８年４月１日改定】 

 

 
 

    ※ 金額には消費税及び地方消費税相当額は含まれていない。 
 

     なお、料金改定を反映した長期的な収支見通しは、「【表９】財政収支シミュレーション

（現行料金50円/㎥：R4～R7、改定後料金54円/㎥：R8～R53）」のとおり試算され、令和22

年度までの期間は資金残高が確保される見込みですが、施設の更新需要の増大に伴い、令

和23年度以降の期間には資金不足が生じる見込みです。 

基本料金 特定料金 超過料金 

54円/㎥ 54円/㎥ 108円/㎥ 
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   また、料金改定の時期が遅くなると急激な料金単価の上昇につながり、企業の生産活動

に与える影響はより大きなものになると予測されます。 

  以上のことから、資金不足の解消と将来に備えた資金残高を確保するため、令和13年度

以降も料金算定期間（５年）ごとに段階的な料金改定を検討し、改定率（額）については、

今後の社会経済情勢の変化や経営状況等を踏まえるとともに、ユーザーとの情報共有を図

りながら必要な検証を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 企業債 

大規模な施設更新に対応する際には、自己資金のみでの財源確保は困難であり、企業

債の借り入れが必要となります。 

しかし、企業債残高が増えると償還費用も増えることになり、事業運営の安定性・柔

軟性を損なう可能性があることから、自己資金を確保し、企業債残高の急激な増加を抑

える必要があります。 

持続的な経営が可能となるよう、将来の企業債残高や企業債残高対給水収益比率を考慮

し、１件当たり２千万円以上の建設改良工事を対象に充当率を75％程度で計上しています。 

なお、充当率については、自己資金や企業債残高の状況等を踏まえながら必要な検証を

進めていきます。 

  

（単位：百万円） 

【表９】財政収支シミュレーション（現行料金50円/㎥：R4～R7、改定後料金54円/㎥：R8～R53）

R４～R12 R13～R22 R23～R32 R33～R42 R43～R52 R53 合計

収　入　① 2,567 2,558 2,318 2,165 2,168 215 11,991

支　出　② 2,140 2,486 2,411 2,555 2,695 267 12,554

純利益③＝①-② 428 71 △ 92 △ 390 △ 527 △ 52 △ 562

収　入　④ 882 20 1,124 724 1,365 0 4,115

支　出　⑤ 1,523 485 2,090 1,782 2,632 99 8,610

不足額⑥＝⑤-④ 641 465 966 1,058 1,267 99 4,495

694 653 903 556 124 △ 1,090 -

53 188 △ 64 △ 502 △ 1,143 △ 1,189 -

792 457 1,112 1,211 1,860 1,783 -企業債残高

区　　　分

収益的

収　支

(税抜)

資本的

収　支

(税込)

補てん財源⑦

資金残高⑧＝⑦-⑥
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⑶ 投資以外の経費についての説明 

ア 職員給与費 

    職員数は現状維持の２名分を計上しています。（令和７年度以降同様） 

 

イ 維持管理費（動力費・修繕費・委託料） 

動力費は令和７年度予算を基本に計上しています。（物価上昇率4.2％）各種設備等に係る

修繕費や委託料は、各年度における所要額を計上しています。 

なお、施設管理に係る委託業務については、水道事業と一括で発注することで経費の節減

を図っています。 

 

ウ 減価償却費 

    福島県から譲渡を受けた固定資産に係る減価償却費に加え、譲渡後に新規に取得（予定）

の資産に関しても計上しています。 

 

エ 支払利息 

企業債に係る利息額を計上しています（変動金利、元金均等償還）。 

 

３ 投資・財政計画に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

民間の資金・ノウハウ等の

活用（PFI・DBOの導入等） 

先進事例や同規模事業体等の動向を注視し、情報収集や調査

に努めます。 

施設・設備の廃止・統合 

（ダウンサイジング） 
現在は配水能力に対して契約水量がほぼ満量となっているこ

とから、当面は現状を維持していく予定です。 

ダウンサイジングやスペックダウンについては、ユーザーの

動向を注視しながら、適宜検討していきます。 

また、遊休資産が発生した場合には、資産の有効活用につい

ても検討していきます。 

施設・設備の合理化 

（スペックダウン） 

資産の有効活用等による

収入増加の取組 

その他の取組 

① 施設の耐震化 

管路については、平成23年度に福島県が実施した業務委託

によれば、「良い地盤に布設されている耐震適合管として位置

づけられ、耐震性能を満たしている」と報告されています。 

一方、浄水場等の構造物は、東日本大震災時には大きな損

傷はなかったものの、令和４年度に福島県が実施した耐震診

断によれば「基準値を満たしていない」と判断されたため、

今後、耐震化に向けた工法や実施時期等を検討していきます。 

② 停電対策 

  現在、好間浄水場は自家発電設備を設置し、赤井取水場及

び増圧ポンプ場では異なる変電所からの電力供給が可能とな

る２回線受電により対応していますが、より良い停電対策の

手法についても検討していきます。 
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第６章 事後検証・推進体制 

１ 事後検証 

事後検証に用いる指標については、総務省が毎年度公表している「経営比較分析表」を活用

し、経営の健全性・効率性に加え、老朽化の状況について分析するとともに、事業規模が類似

した事業体と比較することで経営の妥当性を確認します。 

 

【表10】経営比較分析表項目 

 経営の健全性・効率性 老朽化の状況 

① 経常収支比率（％） 

② 累積欠損金比率（％） 

③ 流動比率（％） 

④ 企業債残高対給水収益比率（％） 

⑤ 料金回収率（％） 

⑥ 給水原価（円） 

⑦ 施設利用率（％） 

⑧ 現在配水能力に対する契約率（％） 

① 有形固定資産減価償却率（％） 

② 管路経年化率（％） 

③ 管路更新率（％） 

 

２ 推進体制 

   本経営戦略を推進していくため、ＰＤＣＡにより事業の進捗管理を行い、改善策等を翌年度

以降の計画や予算に反映させることで継続的な改善・見直しを図っていきます。 

   事業の実施状況や経営状況については、経営の透明性を図ることを目的にホームページで公

表するとともに、ユーザーに対して定期的に報告していきます。 

 

 

 

【図10】推進体制（ＰＤＣＡサイクル） 
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